
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令

平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
五
十
三
号

内
閣
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公

務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
九
条
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
並
び
に
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
附
則
第
七
条
第
六
号
及
び
第
七
号
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
長
官
、
事
務
次
官
、
事
務
局
長
又
は
局
長
の
職
に
準
ず
る
職
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
法

第
百
九
条
第
十
六
号
の
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
長
官
、
同
法
第
十
八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
次
官
又
は
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
局
長
若
し
く
は
局
長
の
職
に
準
ず
る
職

で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

特
定
独
立
行
政
法
人
に
置
か
れ
る
役
員

二

独
立
行
政
法
人
消
防
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
肥
飼
料
検
査
所
又
は



独
立
行
政
法
人
農
薬
検
査
所
に
置
か
れ
て
い
た
役
員

（
局
長
等
と
し
て
の
在
職
機
関
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者
）

第
二
条

法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
法
第
百
九
条
第
十
六
号
の
局
長
等
と
し
て
の
在
職
機

関
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
局
長
等
と
し
て
の
在
職
機
関
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
消
防
研
究
所

総
務
省
に
属
す
る
職
員

二

独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
肥
飼
料
検
査
所
又
は
独
立
行
政
法
人
農
薬
検
査
所

独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
に
属
す
る
役
職
員

（
在
職
し
て
い
た
行
政
機
関
等
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者
）

第
三
条

法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
法
第
百
九
条
第
十
七
号
の
行
政
機
関
等
に
属
す
る
役

職
員
に
類
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
在
職
し
て
い
た
行
政
機
関
等
が
前
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則



（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
八
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
長
官
、
事
務
次
官
、
事
務
局
長
又
は
局
長
の
職
に
準
ず
る
職
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
七
条
第
六
号
の
国
家
行
政
組
織
法
第
六
条
に
規
定
す
る
長

官
、
同
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
次
官
又
は
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
局
長
若
し
く
は
局
長

の
職
に
準
ず
る
職
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
一
条
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
子
法
人
）

第
三
条

改
正
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
七
条
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
一
の
営
利
企
業

等
（
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
営
利
企
業
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
株
主
等
（
株
主
若
し
く
は
社
員

又
は
発
起
人
そ
の
他
の
法
人
の
設
立
者
を
い
う
。
）
の
議
決
権
（
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の

全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
除
き
、
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八

十
六
号
）
第
八
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
含



む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
数
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
を
い
い
、
一
の
営

利
企
業
等
及
び
そ
の
子
法
人
又
は
一
の
営
利
企
業
等
の
子
法
人
が
株
主
等
の
議
決
権
の
総
数
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
の

議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
は
、
当
該
営
利
企
業
等
の
子
法
人
と
み
な
す
。




